
○
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
告
示
第 

 
 

号 

 

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
五
十
条

の
規
定
の
施
行
等
に
伴
い
、
ヒ
ト
受
精
胚
に
遺
伝
情
報
改
変
技
術
等
を
用
い
る
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
四
年 

 

月 
 

 

日 

文
部
科
学
大
臣 

末
松 

信
介 

厚
生
労
働
大
臣 

後
藤 

茂
之 

 
 

 

ヒ
ト
受
精
胚
に
遺
伝
情
報
改
変
技
術
等
を
用
い
る
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

ヒ
ト
受
精
胚
に
遺
伝
情
報
改
変
技
術
等
を
用
い
る
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
告
示
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

KAHBB
スタンプ



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

目
次

 
（
略
）

 

第
１
章

 
総
則

 

第
１

 
（
略
）

 

第
２

 
定
義

 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
⑴
～
⑹

 
（
略
）

 

⑺
 
研
究
機
関

 

提
供
者
か
ら
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
作
成
し
た
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
用
い
た
研
究
を
実
施
す
る
法
人
、
行
政
機
関
又

は
個
人
事
業
主
を
い
う
。
な
お
、
複
数
の
法
人
、
行
政
機
関
又

は
個
人
事
業
主
に
お
い
て
共
同
で
研
究
を
行
う
場
合
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
法
人
、
行
政
機
関
又
は
個
人
事
業
主
を
い
う
。

 

⑻
 
提
供
機
関

 

提
供
者
か
ら
研
究
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
る

法
人
、
行
政
機
関
又
は
個
人
事
業
主
を
い
う
。

 

⑼
・
⑽

 
（
略
）

 

⑾
 
研
究
機
関
の
長

 

提
供
者
か
ら
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
作
成
し
た
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
用
い
た
研
究
を
実
施
す
る
法
人
の
代
表
者
、
行

政
機
関
の
長
又
は
個
人
事
業
主
を
い
う
。

 

⑿
 
提
供
機
関
の
長

 

提
供
者
か
ら
研
究
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
る

法
人
の
代
表
者
、
行
政
機
関
の
長
又
は
個
人
事
業
主
を
い
う
。

 

⒀
 
（
略
）

 

⒁
 
個
人
情
報

 

目
次

 
（
略
）

 

第
１
章

 
総
則

 

第
１

 
（
略
）

 

第
２

 
定
義

 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
⑴
～
⑹

 
（
略
）

 

⑺
 
研
究
機
関

 

提
供
者
か
ら
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
作
成
し
た
ヒ

ト
Ｅ

Ｓ
細

胞
を

用
い

て
研

究
を

実
施

す
る

機
関

を
い

う
。

な

お
、
複
数
の
機
関
に
お
い
て
共
同
で
研
究
を
行
う
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
を
い
う
。

 

 

⑻
 
提
供
機
関

 

提
供
者
か
ら
研
究
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
る

機
関
を
い
う
。

 

⑼
・
⑽

 
（
略
）

 

（
新
設
）

 

 
 

 
 

  

（
新
設
）

 

  
 

 
 ⑾

 
（
略
）

 

⑿
 
個
人
情
報

 



個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
5
年
法
律
第

5
7

号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項

に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
い
う
。

 

 
 

 
 

       

   

 

 

（
削
る
）

 

          

 

 

 

  

生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

 

①
 
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

を
い

う
。

⒀
の

②
に

お
い

て
同

じ
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く

は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表

さ
れ
た
一
切
の
事
項
（
個
人
識
別
符
号
を
除
く
。
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
提
供

者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
な

お
、
死
者
に
係
る
情
報
が
同
時
に
遺
族
等
の
生
存
す
る
個
人
に

関
す
る
情
報
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
生
存
す
る
個
人

に
係
る
個
人
情
報
と
な
る
。
）

 

②
 
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の

 

⒀
 
個
人
識
別
符
号

 

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
の
う
ち
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成

1
5
年
政
令
第

5
0
7
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
る
も

の
を
い
う
。

 

①
 
特
定
の
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に

供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
 

②
 
個
人
に
提
供
さ
れ
る
役
務
の
利
用
若
し
く
は
個
人
に
販
売
さ

れ
る
商
品
の
購
入
に
関
し
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
個
人
に
発
行

さ
れ
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
電
磁

的
方
式
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符

号
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受

け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
割
り
当
て
ら
れ
、

又
は
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定



 

 

（
削
る
）

 

 
 

 
 

 

 

 

 

（
削
る
）

 

 

 
 

 
 

 

 

第
３
・
第
４

 
（
略
）

 

第
２
章

 
（
略
）

 

第
３
章

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
等

 

 
第
１

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

 

⑴
・
⑵

 
（
略
）

 

⑶
 
提
供
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
た
上
で
、
⑴
に

定
め
る
文
書
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
代
え

て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

①
 
 
提
供
者
に
対
し
、
本
人
確
認
を
適
切
に
行
う
こ
と

 

②
 
提
供
者
が
説
明
内
容
に
関
す
る
質
問
を
す
る
機
会
を
確
保

し
、
か
つ
、
当
該
質
問
に
十
分
に
答
え
る
こ
と

 

第
２

 
（
略
）

 

第
３

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明

 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
は
、
研
究
の
目
的

及
び
方
法
、
提
供
さ
れ
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
取
扱
い
、
個
人
情
報
の
保

護
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る

よ
う
、
提
供
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を

提
示
し
て
、
分
か
り
や
す
く
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
を
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の

 

⒁
 
匿
名
化

 

提
供
者
か
ら
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
に
付
随
す
る
個
人

情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
（
個
人
識
別
符
号
を
含
む
。
）
の
全

部
又
は
一
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
記
述
等
の
全
部
又
は
一

部
を
当
該
特
定
の
個
人
と
関
わ
り
の
な
い
記
述
等
に
置
き
換
え

る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

 

⒂
 
対
応
表

 

匿
名
化
さ
れ
た
情
報
か
ら
、
必
要
な
場
合
に
提
供
者
を
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
提
供
者
と
匿
名
化
の
際
に
置

き
換
え
ら
れ
た
記
述
等
と
を
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
表
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。

 

 
第
３
・
第
４

 
（
略
）

 

第
２
章

 
（
略
）

 

第
３
章

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
等

 

 
第
１

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

 

⑴
・
⑵

 
（
略
）

 

（
新
設
）

 

 

 

  

  

第
２

 
（
略
）

 

第
３

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明

 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
は
、
研
究
の
目
的

及
び
方
法
、
提
供
さ
れ
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
取
扱
い
、
個
人
情
報
の
保

護
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る

よ
う
、
提
供
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を

提
示
し
て
、
分
か
り
や
す
く
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 



⑴
～
⑷

 
（
略
）

 

⑸
 
個
人
情
報
の
保
護
の
具
体
的
な
方
法
（
第
５
章
の
第
５
の
⑵

に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
含
む
。
）

 

⑹
～
⑿

 
（
略
）

 

第
４

 
説
明
書
等
の
交
付
等

 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
を
実
施
す
る
と

き
は
、
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
第
３
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実

施
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
を
提
供
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
１
の
⑶
に
基
づ
き
電
磁
的
方
法
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
場
合
は
、
説
明
書
等
の
交
付
に
代

え
て
、
提
供
者
に
対
し
、
説
明
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁

的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
説
明
書
等
は
提
供
者
に
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

 

第
５

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
撤
回

 

⑴
・
⑵

 
（
略
）

 

⑶
 
提
供
者
か
ら
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
た
研
究
機
関
の
長

は
、
⑵
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精

胚
を
廃
棄
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
文
書
に
よ
り
提
供
機
関

の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
撤
回
の
内

容
に
従
っ
た
措
置
を
講
じ
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

提
供
者
に
説
明
し
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

①
 
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
と
な
っ
て
い
る
場
合

 

②
 
（
略
）

 

第
６

 
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

の
確
認

 

⑴
 

提
供

機
関

の
長
は

、
研

究
計
画

に
基

づ
く
イ

ン
フ

ォ
ー

ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
取
得
の
適
切
な
実
施
に
関
し
て
、
第
１
の

⑴
～
⑷

 
（
略
）

 

⑸
 
個
人
情
報
の
保
護
の
具
体
的
な
方
法
（
匿
名
化
の
方
法
を
含

む
。
）

 

⑹
～
⑿

 
（
略
）

 

第
４

 
説
明
書
等
の
交
付
等

 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
を
実
施
す
る
と
き

は
、
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
第
３
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ
と
を
示

す
文
書
を
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

    

 

第
５

 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
撤
回

 

⑴
・
⑵

 
（
略

)
 

⑶
 
提
供
者
か
ら
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
た
研
究
機
関
の
長

は
、
⑵
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精

胚
を
廃
棄
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
文
書
に
よ
り
提
供
機
関

の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の

場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
撤
回
の
内

容
に
従
っ
た
措
置
を
講
じ
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

提
供
者
に
説
明
し
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

①
 
ヒ
ト
受
精
胚
が
匿
名
化
さ
れ
て
い
る
場
合
（
対
応
表
が
作

成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

 

②
 
（
略
）

 

第
６

 
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

の
確
認

 

⑴
 
提

供
機

関
の
長

は
、
研

究
計

画
に

基
づ
く

イ
ン
フ

ォ
ー

ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
取
得
の
適
切
な
実
施
に
関
し
て
、
第
１
の



⑴
の

文
書

及
び

第
３

の
説
明

を
実

施
し

た
こ

と
を

示
す

文
書

（
第

１
の

⑶
に

基
づ

き
電
磁

的
方

法
に

よ
り

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
場
合
は
、
説
明
書
等
の
交
付
に
代

え
て
、
提
供
者
に
対
し
、
説
明
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電

磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
説
明
書
等
は
提
供
者
に
交
付
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。
）
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
提
供
機
関
の
倫

理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

 

⑵
・
⑶

 
（
略
）

 

第
４
章

 
研
究
の
体
制

 

第
１

 
研
究
機
関

 

 
 
１

 
（
略
）

 

 
 
２

 
研
究
機
関
の
長

 

⑴
 
（
略
）

 

⑵
 
研
究
機
関
の
長
は
、
そ
の
属
す
る
研
究
機
関
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
規
程
に
よ
り
、
こ
の
指
針
に
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は

一
部
を
当
該
研
究
機
関
内
の
適
当
な
者
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

⑶
 
研
究
機
関
の
長
又
は
⑵
の
規
定
に
よ
り
研
究
機
関
の
長
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
委
任
さ
れ
た
者
は
、
研
究
責
任
者
及
び

研
究
実
施
者
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
研
究
責

任
者
又
は
研
究
実
施
者
と
し
て
関
与
す
る
研
究
の
実
施
に
あ
た

り
、
⑴
に
規
定
す
る
研
究
機
関
の
長
の
業
務
の
代
行
者
が
選
任

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

３
・
４

 
（
略
）

 

第
２

 
提
供
機
関

 

１
 
（
略
）

 

 
 
２

 
提
供
機
関
の
長

 

 
 

 
⑴

 
提
供
機
関
の
長
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

①
～
③

 
（
略
）

 

⑵
 
提
供
機
関
の
長
は
、
そ
の
属
す
る
提
供
機
関
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
規
程
に
よ
り
、
こ
の
指
針
に
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は

⑴
の
文
書
及
び
第
３
の
説
明
を
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の

意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

 

     ⑵
・
⑶

 
（
略
）

 

第
４
章

 
研
究
の
体
制

 

第
１

 
研
究
機
関

 

 
 
１

 
（
略
）

 

 
 
２

 
研
究
機
関
の
長

 

⑴
 
（
略
）

 

 
 

 
（
新
設
）

 

   

⑵
 
研
究
機
関
の
長
は
、
研
究
責
任
者
及
び
研
究
実
施
者
を
兼
ね

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
研
究
機
関
の
長
の
業
務
の
代

行
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

  

３
・
４

 
（
略
）

 

第
２

 
提
供
機
関

 

 
 
１

 
（
略
）

 

 
 
２

 
提
供
機
関
の
長

 

提
供
機
関
の
長
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

⑴
～
⑶

 
（
略
）

 

（
新
設
）

 

 



一
部
を
当
該
提
供
機
関
内
の
適
当
な
者
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

３
 
（
略
）

 

第
３

 
（
略
）

 

第
５
章

 
研
究
の
手
続

 

 
第
１

 
研
究
計
画
の
実
施

 

 
 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
 
３

 
研
究
計
画
書

 

研
究

計
画

書
に

は
、

次
に
掲

げ
る
事

項
を

記
載

す
る
も

の
と

す

る
。

 

⑴
～
⑾

 

⑿
 
個
人
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
（
第
５
の
⑵
に
基
づ
き
講
ず

る
措
置
を
含
む
。
）

 

⒀
 
（
略
）

 

第
２
～
第
４

 
（
略
）

 

第
５

 
個
人
情
報
の
保
護

 

⑴
 
研
究
機
関
の
長
及
び
提
供
機
関
の
長
は
、
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る

法
令

等
を

遵
守

す
る
ほ

か
、

人
を

対
象

と
す

る
生

命
科

学
・
医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
令
和
３
年
文
部
科
学

省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
１
号
）
に
準
じ
た
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
削
る
）

 

   

⑵
 
提
供
機
関
の
長
は
、
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
を
研
究
機

関
に
移
送
す
る
前
（
研
究
機
関
と
提
供
機
関
が
同
一
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
が
当
該
機
関
の

研
究
部
門
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
前
）
に
、
提
供
先
の
研
究

機
関
に
お
い
て
、
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
者
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
、
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

 

 

３
 
（
略
）

 

第
３

 
（
略
）

 

第
５
章

 
研
究
の
手
続

 

第
１

 
研
究
計
画
の
実
施

 

 
 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
 
３

 
研
究
計
画
書

 

研
究

計
画

書
に

は
、
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記
載
す

る
も

の
と
す

る
。

 

⑴
～
⑾

 

⑿
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
匿
名
化
の
方
法
を
含
む
。
）

 

 

⒀
 
（
略
）

 

第
２
～
第
４

 
（
略
）

 

第
５

 
個
人
情
報
の
保
護

 

⑴
 
研
究
機
関
の
長
及
び
提
供
機
関
の
長
は
、
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
人
を
対
象
と
す
る
生
命

科
学
・
医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
（
令
和
３
年
文
部
科

学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
１
号
）
に
準
じ
た

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

 ⑵
 
研
究
機
関
の
長
及
び
提
供
機
関
の
長
は
、
こ
の
指
針
に
基
づ

き
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
る
際
に
個
人
情
報
を
取
り
扱
う

場
合
、
個
人
情
報
の
保
護
を
図
る
た
め
、
当
該
機
関
内
に
個
人

情
報
管
理
者
を
置
く
も
の
と
す
る
。

 

⑶
 
個
人
情
報
管
理
者
は
、
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
を
研
究

機
関
に
移
送
す
る
前
（
研
究
機
関
と
提
供
機
関
が
同
一
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
提
供
を
受
け
た
ヒ
ト
受
精
胚
が
当
該
機
関

の
研
究
部
門
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
前
）
に
、
匿
名
化
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

 



 

第
６
・
第
７

 
（
略
）

 

第
６
章
・
第
７
章

 
（
略
）

 

第
６
・
第
７

 
（
略
）

 

第
６
章
・
第
７
章

 
（
略
）

 



 
 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 


